
　

６
月
27
日(
水)
、
市
は
市
議
会
、
筑
紫

野
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
連
絡
会
と
と
も
に
、
福

岡
市
博
多
区
の
九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

(

Ｊ
Ｒ
九
州)

本
社
を
訪
問
し
、「
Ｊ
Ｒ
二
日

市
駅
・
Ｊ
Ｒ
天
拝
山
駅
・
Ｊ
Ｒ
原
田
駅(

Ｊ

Ｒ
３
駅)

西
側
に
乗
降
口
の
設
置
を
求
め
る

要
望
」
を
行
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
Ｊ
Ｒ
３
駅
西
側
に
乗
降
口
の
設

置
を
求
め
る
請
願
が
筑
紫
野
市
議
会
に
提
出

さ
れ
、議
会
全
員
一
致
で
採
択
さ
れ
た
こ
と
、

ま
た
約
２
万
４
０
０
０
筆
の
署
名
が
寄
せ
ら

れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
を
受
け

て
市
、
議
会
、
市
民
が
一
丸
と
な
っ
て
乗
降

口
設
置
の
早
期
実
現
を
要
望
し
ま
し
た
。

　
藤
田
市
長
か
ら
Ｊ
Ｒ
九
州
の
古
宮
鉄
道
事

業
本
部
長
に
要
望
書
を
、
ま
た
筑
紫
野
市
議

会
の
横
尾
議
長
、
筑
紫
野
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

連
絡
会
の
林
田
会
長
か
ら
署
名
簿
を
手
渡
し

ま
し
た
。

　
要
望
で
は
、
Ｊ
Ｒ
３
駅
西
側
の
乗
降
口
設

置
に
よ
っ
て
、
観
光
の
振
興
や
大
型
商
業
施

設
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
容
易
に
な
る
な
ど
、
地

域
に
住
む
皆
さ
ん
の
生
活
が
向
上
す
る
こ
と
、

地
域
の
産
業
、
経
済
、
文
化
の
振
興
に
大
き

な
役
割
を
果
た
す
重
要
な
こ
と
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
ま
し
た
。

市し

内な
い

Ｊ
Ｒ
３
駅え

き

に
西に

し

側が
わ

乗じ
ょ
う

降こ
う

口ぐ
ち

の
設せ

っ

置ち

を
要よ

う

望ぼ
う
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▲古宮鉄道事業本部長(右)に要望書を手渡す藤田市長

▲市、市議会、コミュニティ連絡会の３者で要望活動を行いました

　
市
で
は
、
部
落
差
別
や
そ
れ
に
よ
っ
て
生

じ
る
同
和
問
題
の
解
決
に
向
け
た
取
り
組
み

を
進
め
る
た
め
、
７
月
を
同
和
問
題
啓
発
強

調
月
間
と
し
て
設
定
し
、
筑
紫
地
区
が
連
携

し
て
、
月
初
に
市
内
の
主
要
駅
８
カ
所
で
物

品
を
配
布
し
、街
頭
啓
発
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
例
年
は
、
市
、
市
議
会
な
ど
が
連
携
し
て

行
っ
て
い
ま
す
が
、
今
年
は
、
筑
山
中
１
年

生
の
藤
本�

実
桜
さ
ん
と
曽
根
﨑�

日
菜
さ
ん

の
二
人
が
７
月
２
日（
月
）の
街
頭
啓
発
に

参
加
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
昨
年
、
藤
本
さ
ん
が
筑
紫
小
６

年
生
の
と
き
に
藤
田
市
長
あ
て
に
「
学
校
で

人
権
に
つ
い
て
学
び
、
人
権
を
大
切
に
す
る

世
界
に
す
る
た
め
に
行
動
し
た
い
で
す
」
と

い
う
手
紙
を
送
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
き
っ
か

け
と
な
り
、
実
現
し
た
も
の
で
す
。

　
街
頭
啓
発
を
行
っ
た
藤
本
さ
ん
は
、
中
に

は
啓
発
物
品
を
受
け
取
っ
て
く
れ
な
い
人
も

い
た
こ
と
か
ら
「
配
っ
て
い
る
人
の
気
持
ち

が
わ
か
り
ま
し
た
。
今
後
は
自
分
か
ら
も
ら

い
に
行
き
た
い
で
す
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
曽
根
﨑
さ
ん
は
、「
あ
り
が
と
う
」「
頑

張
っ
て
ね
」
と
言
わ
れ
、
意
欲
が
わ
き
ま
し

た
、
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

「
人じ

ん

権け
ん

を
守ま

も

り
た
い
」
中ち

ゅ
う

学が
く

生せ
い

が
と
も
に
啓け

い

発は
つ
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藤田市長と街頭啓発を行う藤本さん(左)と曽根﨑さん(中央)

Chikushino City   2018.8.1 8



　
高
額
療
養
費
と
は
、
同
じ
月
内
に
医
療
機

関
窓
口
で
支
払
っ
た
医
療
費
の
合
計
額
に
つ

い
て
、決
め
ら
れ
た
上
限
額
を
超
え
て
支
払
っ

た
分
を
払
い
戻
す
制
度
で
す
。

　
上
限
額
は
個
人
も
し
く
は
世
帯
の
所
得
に

応
じ
て
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
平
成
30
年

８
月
か
ら
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

70
歳
以
上
の
人
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に

加
入
し
て
い
る
人
の
上
限
額
が
下
表
の
と
お

り
変
わ
り
ま
す
。

■
現
役
並
み
所
得
の
負
担
区
分
に
該
当
す
る

人
に
も
限
度
額
適
用
認
定
証
を
交
付
し
ま
す

　
高
額
療
養
費
制
度
の
見
直
し
に
伴
い
、
平

成
30
年
８
月
か
ら
負
担
割
合
３
割
の
負
担
区

分
が
現
役
並
み
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
の
３
つ
に
細
分

化
さ
れ
ま
す
。

　
負
担
区
分
が
現
役
並
み
Ⅰ
・
Ⅱ
に
該
当
す

る
被
保
険
者
の
人
は
、
新
た
に
限
度
額
適
用

認
定
証
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

入
院
な
ど
で
窓
口
負
担
額
が
高
額
に
な
る
場

合
、
医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ
と
で
自
己
負

担
を
限
度
額
で
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

交
付
に
つ
い
て
は
市
窓
口
で
申
請
手
続
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

■
高
額
療
養
費
の
申
請
に
つ
い
て

【
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
】

　
高
額
療
養
費
に
該
当
す
る
場
合
は
、
申
請

に
必
要
な
も
の
を
持
参
し
、
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の

▽�

窓
口
に
来
る
人
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も

の(

保
険
証
、免
許
証
、パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど)

▽
領
収
書

▽
印
鑑

▽
世
帯
主
の
振
込
先
が
わ
か
る
も
の

▽�

世
帯
主
と
療
養
を
受
け
た
人
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
分
か
る
も
の(

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
、
通
知
カ
ー
ド
な
ど)

●
申
請
書
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ
先

　
国
保
年
金
課�

国
保
担
当

【
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
被
保
険
者
】

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
被
保
険
者
に

な
っ
て
か
ら
、
今
ま
で
に
高
額
療
養
費
の
申

請
を
し
た
人
に
つ
い
て
は
、
再
度
申
請
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
今
ま
で
に
高
額
療
養
費
の
申
請
を
し
た
こ

と
が
な
く
、
高
額
療
養
費
に
該
当
し
た
場
合

は
、
福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か

ら「
高
額
療
養
費
の
支
給
申
請
に
つ
い
て（
お

知
ら
せ
）」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
同
封
し
て

い
る
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
書
提
出
先

　
国
保
年
金
課　
医
療
年
金
担
当

●
問
い
合
わ
せ
先

▽
国
保
年
金
課�

医
療
年
金
担
当

▽
福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
☎(

６
５
１)

３
１
１
１

高こ
う

額が
く

療り
ょ
う

養よ
う

費ひ

の
上じ

ょ
う
　
げ
ん
　
が
く

限
額
が
変か

わ
り
ま
す
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※１　世帯収入の合計額が５２０万円未満（１人世帯の場合は３８３万円未満）の場合や、｢旧ただし書所得｣の合
計額が２１０万円以下の場合も含みます。

※２　過去１２か月以内に３回以上、上限額に達した場合は、４回目から　｢多数回｣該当となり、上限額が下がります。
※３　平成２９年８月診療分以降、毎年８月から翌年７月診療分の１年間が対象になります。

平成３０年７月まで

平成３０年８月から

負担区分 外来（個人単位） 外来＋入院（世帯ごと）
現役並み

（課税所得１４５万円以上の人） ５７，６００円 ８０，１００円＋（総医療費－２６７，０００円）×１％
〈多数回該当４４，４００円（※２）〉

一般（※１）
(課税所得１４５万円未満の人)

１４，０００円
(年間上限１４４，０００円）

５７，６００円
〈多数回該当４４，４００円（※２）〉

住民税
非課税

Ⅱ住民税非課税世帯
８，０００円

２４，６００円
Ⅰ住民税非課税世帯
（年金収入８０万円以下など） １５，０００円

負担区分 外来（個人単位） 外来＋入院（世帯ごと）
現役並みⅢ

（課税所得６９０万円以上の人）
２５２，６００円＋（総医療費－８４２，０００円）×１％

〈多数回該当１４０，１００円（※２）〉
現役並みⅡ

（課税所得３８０万円以上の人）
１６７，４００円＋（総医療費－５５８，０００円）×１％

〈多数回該当９３，０００円（※２）〉
現役並みⅠ

（課税所得１４５万円以上の人）
８０，１００円＋（総医療費－２６７，０００円）×１％

〈多数回該当４４，４００円（※２）〉

一般（※１） １８，０００円
（年間上限１４４，０００円）（※３）

５７，６００円
〈多数回４４，４００円（※２）〉

住民税
非課税

Ⅱ住民税非課税世帯
８，０００円

２４，６００円
Ⅰ住民税非課税世帯
（年金収入８０万円以下など） １５，０００円

広報ちくしの 平成30年8月1日9 問い合わせ先で電話番号を掲載していない課・担当などは、市役所本庁 ☎（923）1111 にお願いします。


